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桶川市 

議案第３号 

桶川都市計画生産緑地地区の変更について（市決定） 







 
 
 
 
 

生産緑地地区 変更概要書 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜経緯の概要＞ 

 

 

１ 県知事協議 令和 ５年 ４月１１日 
 
２ 県知事回答 令和 ５年 ４月２５日 
 
３ 案の縦覧公告 令和 ５年 ５月 ８日 
 
４ 案の縦覧 令和 ５年 ５月 ８日から 
 令和 ５年 ５月２２日まで 
  ＜縦覧結果＞ 
    縦覧者数    １人 
    意見書の提出数 ０人 
 
５ 市都市計画審議会 令和 ５年 ６月２３日 
 
６ 都市計画決定（変更）告示 令和 ５年 ６月３０日（予定） 
 
７ 図書の写しの送付 令和 ５年 ７月 ４日（予定） 

資料３－３
（概要書）



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.18ha

【変更後】0.17ha

備　　　　　　考

・地区内に存在している通路部分を一部廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示か

　ら30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・買取り申出のあった区域以外は、特定生産緑地に指定済み。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】1,772㎡

【変更後】1,712㎡ ＜廃止面積＞60㎡

買取り申出日 令和4年12月8日 行為制限の解除日 令和5年3月8日

生産緑地番号 第17号 全部・一部の別 一部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 上日出谷南1-73-1の一部

現　況　面　積

（㎡）

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

廃止する区域(通路)

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

p.1



 

変　更　概　要　書

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 上日出谷南1-36-1の一部、1-36-2の一部

買取り申出日 令和4年12月22日 行為制限の解除日 令和5年3月22日

生産緑地番号 第19-2号 全部・一部の別 一部廃止

現　況　面　積

（㎡）

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.44ha

【変更後】0.44ha

備　　　　　　考

・地区内に存在している通路部分を一部廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示か

　ら30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・買取り申出のあった区域以外は、特定生産緑地に指定済み。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

【変更前】4,419㎡

【変更後】4,363.28㎡ ＜廃止面積＞55.72㎡

撮影日：R5.1.11

① ②

撮影日：R5.1.11

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

廃止する区域(通路)

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

p.2



 

変　更　概　要　書

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 朝日1-13-2の一部、1-13-3、1-14-2の一部

買取り申出日 令和5年1月4日 行為制限の解除日 令和5年4月4日

生産緑地番号 第57号 全部・一部の別 全部廃止
(一部廃止+他地区と統合)

現　況　面　積

（㎡）

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.29ha

【変更後】廃止

備　　　　　　考

・地区内に存在している樹木等の部分を一部廃止するため、買取り申出が提出された。（指定

　告示から30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・当該部分を廃止後、残区域(424㎡)を同一街区内の第58号生産緑地地区と統合する。

・廃止する区域は、特定生産緑地に指定していない。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

【変更前】2,911.20㎡

【変更後】廃止

＜他地区への統合面積＞424㎡

＜廃止面積＞2,487.20㎡

撮影日：R5.1.11

①

②

撮影日：R5.1.11

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

p.3



 

変　更　概　要　書

買取り申出事由 ―

所在地 朝日1-11-5、1-11-6

買取り申出日 ― 行為制限の解除日 ―

生産緑地番号 第58号 全部・一部の別 ―

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.05ha

【変更後】0.09ha

現地写真① 現地写真②

現　況　面　積

（㎡）

備　　　　　　考

・第57号生産緑地地区の一部廃止による残区域(424㎡)を、同一街区内の第58号生産緑地地区と

　統合する。

案内図 位置図

【変更前】485㎡

【変更後】909㎡ <統合する面積>424㎡

撮影日：R5. 5.8

当該生産緑地地区

当該生産緑地地区

統合する区域

現地写真撮影方向

②

①

撮影日：R5.5.8

当該生産緑地地区

一部廃止･統合
第５７号

第５８号 第５８号

＜概略図＞

(第57→58号に統合)

(第58号)

p.4



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.31ha

【変更後】0.21ha

備　　　　　　考

・地区の一部を廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示から30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・買取り申出のあった区域以外は、特定生産緑地に指定済み。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】3,119.18㎡

【変更後】2,130㎡ ＜廃止面積＞989.18㎡

買取り申出日 令和4年12月8日 行為制限の解除日 令和5年3月8日

生産緑地番号 第64号 全部・一部の別 一部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 朝日3-1-4、3-1-5、3-1-10、3-1-11

現　況　面　積

（㎡）

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

p.5



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.16ha

【変更後】0.16ha

備　　　　　　考

・地区の一部を廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示から30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・買取り申出のあった区域以外は、特定生産緑地に指定済み。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】1,603㎡

【変更後】1,559㎡ ＜廃止面積＞44㎡

買取り申出日 令和4年12月8日 行為制限の解除日 令和5年3月8日

生産緑地番号 第68号 全部・一部の別 一部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 朝日2-1-17

現　況　面　積

（㎡）

廃止する区域

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

p.6



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.11ha

【変更後】0.10ha

備　　　　　　考

・地区内に存在している通路部分を一部廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示か

　ら30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・買取り申出のあった区域以外は、特定生産緑地に指定済み。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】1,059㎡

【変更後】996㎡ ＜廃止面積＞63㎡

買取り申出日 令和4年12月8日 行為制限の解除日 令和5年3月8日

生産緑地番号 第87号 全部・一部の別 一部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 大字坂田字細谷1516-7

現　況　面　積

（㎡）

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

廃止する区域(通路)

p.7



 

現地写真① 現地写真②

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 坂田東1-31-5,-6　　1-32-5,-6,-7,-8,-9　　1-37-1,-2,-3

現　況　面　積

（㎡）

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.45ha

【変更後】廃止

備　　　　　　考

・地区の全部を廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示から30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・廃止する区域は、特定生産緑地に指定していない。

案内図 位置図

変　更　概　要　書

【変更前】4,451㎡

【変更後】廃止 ＜廃止面積＞4,451㎡

買取り申出日 令和4年12月8日 行為制限の解除日 令和5年3月8日

生産緑地番号 第111号 全部・一部の別 全部廃止

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

③
④

⑤

⑥

当該生産緑地地区

p.8



現地写真③ 現地写真➃

現地写真➄ 現地写真➅

撮影日：R4.12.19 撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

撮影日：R4.12.19 撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

p.9



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.08ha

【変更後】0.05ha

備　　　　　　考

・地区内に存在している通路、樹木及び看板の部分を一部廃止するため、買取り申出が提出され

　た。（指定告示から30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・買取り申出のあった区域以外は、特定生産緑地に指定済み。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】766㎡

【変更後】547㎡ ＜廃止面積＞219㎡

買取り申出日 令和4年12月8日 行為制限の解除日 令和5年3月8日

生産緑地番号 第129号 全部・一部の別 一部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 大字加納字大加納152-4、152-5、154-11

現　況　面　積

（㎡）

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

当該生産緑地地区当該生産緑地地区

廃止する区域

(通路・樹木・看板)

p.10



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.14ha

【変更後】廃止

備　　　　　　考

・地区の全部を廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示から30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・廃止する区域は、特定生産緑地に指定していない。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】1,385㎡

【変更後】廃止 ＜廃止面積＞1,385㎡

買取り申出日 令和4年12月13日 行為制限の解除日 令和5年3月13日

生産緑地番号 第134号 全部・一部の別 全部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 坂田西1-3-19

現　況　面　積

（㎡）

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

p.11



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.33ha

【変更後】廃止

備　　　　　　考

・地区の全部を廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示から30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・廃止する区域は、特定生産緑地に指定していない。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】3,252㎡

【変更後】廃止 ＜廃止面積＞3,252㎡

買取り申出日 令和4年12月12日 行為制限の解除日 令和5年3月12日

生産緑地番号 第135号 全部・一部の別 全部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 坂田西2-2-1、2-2-3

現　況　面　積

（㎡）

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

p.12



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.08ha

【変更後】廃止

備　　　　　　考

・地区の全部を廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示から30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・廃止する区域は、特定生産緑地に指定していない。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】803㎡

【変更後】廃止 ＜廃止面積＞803㎡

買取り申出日 令和4年12月9日 行為制限の解除日 令和5年3月9日

生産緑地番号 第137号 全部・一部の別 全部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 坂田西2-7-9、2-7-10

現　況　面　積

（㎡）

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

p.13



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.15ha

【変更後】0.13ha

備　　　　　　考

・地区内に存在している通路部分を一部廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示か

　ら30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・買取り申出のあった区域以外は、特定生産緑地に指定済み。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】1,468㎡

【変更後】1,252㎡ ＜廃止面積＞216㎡

買取り申出日 令和4年12月9日 行為制限の解除日 令和5年3月9日

生産緑地番号 第142号 全部・一部の別 一部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 坂田西2-22-9

現　況　面　積

（㎡）

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

廃止する区域(通路)

p.14



 

都市計画決定面積

（ha）

【変更前】0.09ha

【変更後】0.06ha

備　　　　　　考

・地区内に存在している駐車場部分を一部廃止するため、買取り申出が提出された。（指定告示

　から30年経過）

・法第14条の規定に基づき、当該部分についての行為制限が解除された。

・買取り申出のあった区域以外は、特定生産緑地に指定済み。

案内図 位置図

現地写真① 現地写真②

変　更　概　要　書

【変更前】904㎡

【変更後】604㎡ ＜廃止面積＞300㎡

買取り申出日 令和4年12月13日 行為制限の解除日 令和5年3月13日

生産緑地番号 第144号 全部・一部の別 一部廃止

買取り申出事由 指定の告示の日から30年経過したため。

所在地 坂田西2-24-15

現　況　面　積

（㎡）

撮影日：R4.12.19

①

②

撮影日：R4.12.19

廃止する区域(駐車場)

当該生産緑地地区

廃止する区域

現地写真撮影方向

当該生産緑地地区 当該生産緑地地区

p.15



 

 

桶 都 審 第 ７ 号 

令和５年１月１２日 

 

 桶川市都市計画審議会委員 各位 

桶川市都市計画審議会事務局 

 

 

生産緑地の買取り申出に係る意見書について（回答） 

 

令和４年１２月２６日付け桶都審第５号で情報提供した生産緑地の買取り申出に

対し、事務局あてに提出いただいた意見書について、別紙のとおり回答いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【担当】 
都市計画課都市計画係 
電話 048-786-3211（内線 2713） 

追加資料 

iwasaki_hiroshi
タイプライタ
（写）

iwasaki_hiroshi
テキスト ボックス
補足資料１



 

 

番号 第 17号生産緑地地区 

質問 第 17 号生産緑地地区について、通路部分が廃止になった場合、東側の残地の面積に

よっては、生産緑地の面積要件を欠いてしまうのではないか。 

また、桶川市では、生産緑地の面積要件の引下げに係る条例を定めているか。 

回答 第 17号生産緑地地区の通路部分が廃止になった場合、東側の残地の面積は約 230㎡

となり、当市では生産緑地の面積要件の引下げに係る条例を定めていないため、当該

残地を単体で見れば、生産緑地法に基づく面積要件の 500㎡を下回ることになりま

す。 

しかしながら、国土交通省による都市計画運用指針において、生産緑地地区の計画

の考え方として「同一の街区又は隣接する街区に存在する複数の農地等が、一体とし

て緑地機能を果たすことにより、良好な都市環境の形成に資する場合には、物理的な

一体性を有していない場合であっても、一団の農地等として生産緑地地区を定めるこ

とが可能である。」とされていることから、当該生産緑地の通路部分が廃止になって

も、当該残地は同一街区内において一体の緑地機能を果たすものと考え、生産緑地と

して継続されるものです。 

 

番号 第 129号生産緑地地区 

質問 大加納地域は、密集した木造住宅地と集合住宅が混在する地域で、良好な住宅地と

は言い難い。災害時の避難場所や、火災の延焼防止のためにも、当該買取り申し出地

域は、重要な役割を負っている。 

従って、緑地公園や街区公園など、公有地化をすべきである。不整形な土地なので、

部分的でも良いので、都市計画上の重要な地域として検討を求める。 

回答 当該生産緑地については、特定生産緑地の指定手続きのために確認をしていく中

で、樹木や看板等により生産緑地地区としては不適と判断された箇所を分筆していた

だき、生産緑地から外すために廃止を行うものです。 

所有者本人は現行の状況での土地の利用を継続したいと考えており、当該箇所を生

産緑地から外してでも所有を続ける意向であるため、当該箇所を市で買い取り、公有

地化をすることは非常に困難であると考えております。 

また、当該生産緑地の周辺には、「兼六パークタウン児童遊園地」や「加納堀切(2)

児童遊園地」等の公共施設が既に存在しており、災害時の避難場所等として活用でき

るものと考えております。 

しかしながら、市全体で考えたときには、ご意見のとおり、災害時の避難場所、火

災の延焼防止等の観点からも、都市農地の確保は重要なことであると認識しておりま

す。 

市では内部での生産緑地情報の共有化をより一層強化しており、必要と思われる生

産緑地につきましては各部署で活用の検討をお願いしているところです。 

 


